
9 Soja City Public Relations, 2007. 3 8Soja City Public Relations, 2006. 3

Ｔ ＯＰＩＣＳ 市政トピックス

犬犬

狂
犬
病
の
予
防
注
射
と
犬
の
登
録
を
し
ま
し
ょ
う

市
内
を
巡
回
し
て
狂
犬
病
の
予
防
注
射
を
行
い
ま
す
。

◆
狂
犬
病
予
防
注
射

狂
犬
病
は
一
部
の
国
や
地
域
を
除
い
て

全
世
界
で
発
生
し
、
１
年
間
で
数
万
人
が

亡
く
な
る
ほ
ど
流
行
し
て
い
ま
す
。
特
に
、

中
国
や
韓
国
な
ど
ア
ジ
ア
地
域
で
急
増
し

て
い
ま
す
。
こ
の
病
気
は
、
狂
犬
病
ウ
イ

ル
ス
の
感
染
に
よ
る
も
の
で
、
発
症
す
る

と
有
効
な
治
療
法
が
な
い
た
め
に
、
１
０

０
％
死
亡
し
ま
す
。

近
年
、
旅
行
も
含
め
流
通
が
グ
ロ
ー
バ

ル
化
し
て
い
る
こ
と
や
、
外
国
船
か
ら
の

不
法
上
陸
犬
な
ど
に
よ
り
、
狂
犬
病
の
侵

入
と
発
生
が
危
惧ぐ

さ
れ
て
い
ま
す
。

法
律
で
、
飼
い
主
は
、
愛
犬
に
毎
年
１

回
、
狂
犬
病
の
予
防
注
射
を
受
け
さ
せ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。
必
ず
受
け
ま
し
ょ
う
。

日
時
・
場
所

左
の
表
の
と
お
り

対
象

生
後
９１
日
以
上
を
経
過
し
た
犬

料
金

注
射
代
（
注
射
済
票
手
数
料
を

含
む
）
２
８
０
０
円

◆
犬
の
登
録

犬
を
飼
い
始
め
た
ら
３０
日
以
内
に
登
録

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
生
後
９０
日
以

内
の
犬
を
飼
い
始
め
た
場
合
に
は
、
生
後

９０
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
３０
日
以
内
に
登

録
が
必
要
で
す
。

登
録
場
所

狂
犬
病
予
防
注
射
会
場
、

市
環
境
課
、
各
支
所
の
民
生
課

費
用

登
録
手
数
料
３
０
０
０
円

そ
の
他

①
平
成
７
年
４
月
か
ら
、
登

録
は
生
涯
１
回
と
な
っ
て
い
ま
す
　
②
死

亡
や
譲
渡
な
ど
に
よ
り
、
登
録
し
て
い
た

犬
を
現
在
飼
っ
て
い
な
い
場
合
は
、
ご
連

絡
く
だ
さ
い・

・
・
　
◆

・
・
・

問
い
合
わ
せ

環
境
課
環
境
係
（
1

(2
８
３
３
９
）

●狂犬病予防注射と犬の登録の日程

行財政改革の一環で、下の表のとおり、納税証明や所得証明、住民票の写しの交付、印鑑証明な

どの証明手数料や交付手数料の見直しが行われました。この改定は、今年４月から実施されます。

手数料手数料

地　区 会 場 月　日（曜） 時　　間
総　社 総社市役所 ４月 ５ 日E 10:30～11:30

〃 〃 13:30～15:00
泉集会所（泉南） ４月 ９ 日B 9:30～10:00
泉・北公園（泉団地内） 〃 10:20～10:50
門田中須加団地集会所　 ４月１０日C 9:30～10:00
中央公民館総社分館　　 〃 10:20～10:50
総社市役所　 〃 13:30～15:00
清水公会堂（井手） ４月１１日D 14:20～14:50
井尻野公会堂　 ４月１６日B 13:30～14:00
井山選果場（井尻野） 〃 14:20～14:50
刑部公会堂　 ４月１８日D 13:30～14:00

常　盤 中央公民館常盤分館 ４月１３日F 11:00～11:30
真壁公会堂 〃 13:30～14:00
常盤集会所 〃 14:20～14:50

三　須 江崎公会堂 ４月１１日D 9:20～ 9:50
上林会館 〃 10:10～10:40
三須公会堂 〃 11:10～11:40
桃山団地集会所 〃 13:30～14:00
赤浜公会堂 ４月１８日D 14:30～15:00

服　部 東公民館服部分館 ４月１６日B 10:00～10:30
長良西谷公会堂 〃 10:50～11:20

阿　曽 東阿曽公会堂　 ４月１８日D 9:00～ 9:30
東公民館阿曽分館　 〃 9:50～10:20
黒尾公会堂　 〃 10:50～11:20

池　田 （旧）池田子供園 ４月１２日E 9:30～10:00
北出張所 〃 10:20～10:50
宍粟公会堂　 〃 11:10～11:40

秦 秦浄化センター ４月 ９ 日B 11:10～11:40
大谷公会堂（福谷） ４月１２日E 13:30～14:30
西公民館秦分館（旧秦農協前） 〃 15:00～15:30

神　在 西公民館神在分館　 ４月１３日F 9:00～ 9:40
下原公会堂　 〃 10:00～10:30

久　代 あおいハイツ集会所 ４月 ９ 日B 13:30～14:30
西公民館久代分館　 ４月１７日C 13:30～14:10
長砂公会堂（久代） 〃 14:30～15:00
古母池集荷場（久代） 〃 15:20～15:40

山　田 西公民館山田分館 ４月１７日C 11:00～11:30
新　本 西出張所 ４月１７日C 9:00～10:00

丸尾東公会堂（新本） 〃 10:20～10:40
昭　和 昭和公民館富山分館 ４月１９日E 9:10～ 9:30

種井公会堂 〃 9:50～10:10
中尾公会堂 〃 10:30～10:50
昭和出張所 〃 11:10～11:40
昭和公民館水内分館 ４月２０日F 9:10～ 9:30
下倉生活改善センター 〃 9:50～10:10
作原選果場 〃 10:30～10:50
日羽集会所 〃 11:10～11:40

山　手 山手公民館西郡分館（公正館） ４月 ６ 日F 9:00～ 9:50
岡谷（消防機庫南） 〃 10:00～10:30
山手公民館宿分館（東風館） 〃 10:40～11:10
西坂台団地（第４公園） 〃 11:20～11:50
宿選果場　　 〃 13:30～14:00
山手支所 〃 14:15～14:50
山手公民館宿分館（東風館） ４月２４日C 11:10～11:30
山手支所 〃 11:40～12:10

清　音 黒田デイサービスセンター ４月２３日B 8:50～ 9:10
古地公会堂 〃 9:20～ 9:50
馬渡生活センター 〃 10:10～10:50
上中島公会堂 〃 11:00～11:50
柿木生活センター 〃 13:10～14:00
柿木ゆうゆう広場（ひまわりの家） 〃 14:10～15:00
北山公会堂 〃 15:20～16:00
峠公会堂 〃 16:10～16:30
上中島公会堂 ４月２４日C 9:00～ 9:30
柿木生活センター 〃 9:40～10:10
馬渡生活センター 〃 10:20～10:50

全地区 総社市役所 ４月２２日A 9:30～11:30
〃 〃 13:30～15:00

種　　　　　　　　　類 単位 現行（円） 改定後（円） 担　当　課
納税証明や所得証明、課税証明などの証明手数料

１件 200 300
税務課収税係

資産証明の証明手数料 （1(2８２３８）
公簿公文書図面（地籍図）からの所有者照会といった閲覧手数料
公簿公文書図面（地籍図）の写し（全体および一部）の交付手数料

税務課資産税係
固定資産課税台帳（納税義務者別に集計した名寄せ台帳） １件 200 300

（1(2８２３６）
の閲覧や写しなどの交付手数料
資産証明以外の土地建物その他の物件に関する証明手数料
住民票の写しの交付手数料 世帯４人まで １件 200
※総社市以外の市町村に住民票のある人で、 ５人から１０人まで １件 400 300
その住民票を本人へ交付する場合を含む １１人以上 １件 600
住民票に記載されている事項（住所・氏名・生年月日・性別）に
ついて証明を行うときの証明手数料
住民基本台帳の閲覧手数料 市民課市民係
戸籍の附票（除附票を含む）の写しの交付手数料 （1(2８２４７）
印鑑登録の証明手数料 １件 200 300
身分に関する証明手数料
外国人登録原票の写しの交付や外国人登録原票に記載され
ている事項（国籍・氏名・生年月日・居住地・性別・在留
の資格）の証明
埋火葬に関する証明手数料 １件 200 300 関係する担当課
公簿や公文書（契約など）に基づく事実証明手数料 １件 ***** 300 関係する担当課
その他市長が必要と認める証明の手数料 １件 200 300 関係する担当課

手数料を見直しました
各種証明手数料や交付手数料を見直しました。

●見直しが行われた手数料の一覧

まちづくりまちづくり「市民憲章を唱和･実践する会」への入会を
定例会や総会で積極的に総社市民憲章の唱和をお願いします。

相
互
扶
助
の
精
神
が
喚
起
さ
れ
、「
美
し
い
環
境
」、「
明

る
い
家
庭
」、「
あ
た
た
か
い
ま
ち
」
の
実
現
の
た
め
、
市

民
憲
章
（
２２
㌻
へ
掲
載
）
を
よ
り
多
く
の
皆
さ
ん
に
親
し

ん
で
も
ら
い
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

１
月
２９
日
、
市
内
の
各
種
団
体
や
学
校
関
係
者
な
ど
３８

団
体
で
構
成
す
る
「
総
社
市
民
憲
章
を
唱
和
・
実
践
す
る

会
（
会
長：

難
波
道
子
さ
ん
」）」
が
発
足
し
ま
し
た
。
こ

の
会
の
設
立
の
目
的
は
、
定
例
会
や
総
会
な
ど
の
機
会
に

市
民
憲
章
の
唱
和
を
行
っ
た
り
、
自
主
的
に
清
掃
活
動
と

い
っ
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
通
じ
て
実
践
し
た
り
し
て

も
ら
お
う
と
い
う
も
の
。
ま
た
、
こ
の
会
の
な
か
で
会
員

同
士
が
交
流
を
深
め
、
お
互
い
に
切せ
っ

磋さ

琢た
く

磨ま

し
な
が
ら
活

動
す
る
こ
と
で
、
市
民
憲
章
の
唱
和
と
実
践
の
輪
が
広
が

っ
て
い
け
ば
と
願
っ
て
い
ま
す
。

で
き
る
だ
け
多
く
の
皆
さ
ん
に
こ
の
輪
に
参
加
し
て
い

た
だ
こ
う
と
、
自
治

会
や
町
内
会
、
地
域

づ
く
り
団
体
、
企
業

な
ど
に
も
、
こ
の
会

へ
の
入
会
を
呼
び
掛

け
て
い
ま
す
。
加
入

し
て
い
た
だ
け
る
団

体
は
、
ま
ち
づ
く
り

支
援
室
ま
で
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
　
ま

ち
づ
く
り
支
援
室

（
1
(2
８
２
４
２
）

総
社
市
民
憲
章
を
唱
和
・
実
践
す
る
会

の
設
立
総
会




